事務連絡
平成23年６月7日
各　校　園　長　様
大阪市教育委員会事務局
教職員人事担当課長
平成23年度大阪府一種免許取得免許法認定講習の実施について
標題について、大阪府教育委員会より別添の実施要項により実施する旨通知があり、今年度についても、大阪市教育委員会を通じての受講申し込みにより、本市教職員についても若干名受講できることとなりました。（要項受講対象者（２）特別支援学校の幼稚部に勤務する教員を除く。）
つきましては、所属教職員に周知するとともに、次のとおり、受講希望者の申込書を取りまとめのうえ提出願います。

また、この講習参加者の勤態の取扱いは「職免」とし、旅費は支給されません。
記
１
提出先
大阪市教育委員会事務局　教職員人事担当　　担当：濵田（℡6208－9028）
※受講申込書は大阪府へ郵送しないよう注意すること
２
提出期限
平成23年6月30日（木）
３
その他
(1)受講手続きは、大阪府指定の受講申込書を用いること。
(2)受講可否の通知は、大阪市から行うので返信用封筒は不要である。
(3)本市主催の講習・堺市主催の講習と併せて受講することもできる。
